
 

 1 

いしずえ通信第59号(2021.4.11)別添	 	 	
	

	 	 	 	 この国の耐震規定では基礎は忘れられ続けて来た	

                                   （一社）基礎構造研究会代表理事	 杉村義広 
1. はじめに	

	 この国の主な耐震規定に関連する事項をまとめると以下の表のようになる。周知の通り、耐震

規定の始まりは関東地震（1923）の際に多くの建物が被災したのを切っ掛けにして翌年“佐野震
度”の考え方が震度0.1の入力に対し計算することで、安全率3程度あるので震度0.3の破壊レ		

	 	 	 	 	  
ベルを確保するという内容で示されたことにある。この震度法は建物を剛体、すなわち地表面と

同じ動きをすると仮定して重心に地震力が作用すると考えるものである。 
	 これ以後、1950年には建築基準法が制定され、震度は0.2で部材の破壊に対して長期1/3、短
期はその2倍を許容応力度として設計するという基本体系が完成された。さらに建物の高さに対
しては、その後、16mまでは震度0.2で、それ以上は4m高くなるごとに0.01を加算するとい
う内容が追加されることになったが、基礎は常に確りと支持していると仮定された上で、例えば

杭があろうがなかろうが基礎形式に関係なく上部構造の条件のみによって決められていた。いわ

ば、“基礎は忘れられ続けて来た”のがこの国の耐震規定の歴史であるとも言える。 
 
2.	新耐震	

	 1972年からは「新耐震設計法の開発」という建設省総プロ研究が始まり（その間に、建物の
高さ制限が撤廃されて1968年には最初の超高層建物が建てられ、動的解析による設計法という
規定が新設されたことも忘れてはならない）、震度に代わって「層せん断力」という概念を用い

る動的な中味を加味した設計法（中地震時には許容応力度設計法を適用、大地震時には保有耐力

を検討）が研究されることになる。 
	 筆者は当時建設省建研に在籍して基礎構造を担当し、新耐震の項目の中に基礎も取り入れられ

るかを検討していたが、結果的に基礎に関しては関係資料を収集するだけでも十分ではなく、規
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定に結びつけるのは時期尚早として見送ったという経緯がある。そうした中で宮城県沖地震

（1978）が起き、当時強い杭であると思われていたPC杭（PHC杭の前身）の杭頭破壊事例が
発生した。この事例は、行政的にも見過ごせないということになって、建研内に建築基礎検討小

委員会が立ち上げられ、基礎についても急遽耐震規定の作成が試みられた。筆者はその作業部会

のまとめ役を担当したが、研究的な内容が多くなることを考慮し、作業部会の委員としては大手

の技術研究所の若手基礎関係者の推薦を依頼した。十分な予算もない条件下であったので、委員

には手弁当で集まって貰い、勉強会を兼ねて検討を重ねたことを思い出す。作業部会は、最も頻

繁に開いた時は週一になることもあるくらいに熱心な討議を重ねて十数回、親委員会の基礎検討

小委員会は数回に及んで一応の成果をあげることができ、世の中に諮ることになった。 
 
3.	建設省の基礎指針	

	 新耐震から約１年遅れになったが、基礎検討小委員会の最初の成果として示されたのは1982
年のガリ刷り版「地震力に対する建築物の基礎の設計指針（案）」である。前出の表にも示した

ように1988年に建築学会でも従来の「建築基礎構造設計規準・同解説」から「建築基礎構造設
計指針」への変更出版があったことに触れておく必要がある。名称が「設計指針」と同じである

が性格はかなり違うからである。この時期（1974年以後）筆者は建築学会の基礎構造運営委員
会の幹事を務めていたので、設計規準から設計指針への変更に関しては上記作業部会よりもずっ

と以前から議論していたのである。しかも、建築学会より６年も早く後から検討していた建設省

の指針の方を先に世の中に出すことになってしまったという経緯がある。そうした事情があるの

で、それ以後、建築学会の指針はRecommendationsであるのに対し、建設省の指針は告示等の
技術基準には達していない行政上のレベルの取り決め〔後述するように世の中に対しては一種の推奨

基準〕であると明確に区別するようにしており、そのことを説明することにしている。 
	 上記ガリ刷り版の指針について関係団体〔日本建築士会連合会、日本建築士事務所協会連合会、構造

家懇談会、日本基礎建設協会、鋼管杭協会、コンクリートポールパイル協会〕に意見を求め、その結果

も含めて再検討した結果、1984年には住指発第324号通達別添として印刷版が示された。この
通達が行政団体に配布されるとともに、設計例題のついた本が建築センターから出版され、行政

的にも“望ましい水準の基準”として設計実務者への周知に努めるように扱われたので、この指

針〔以下「指針」と記述〕は全国各地で広く参考にされることになった。最初のことでもあるので、

その背景と根拠については漏れなく記述する必要性があると考えられたから、雑誌建築技術の

1985年2月号と3月号に「地震力に対する建築物の基礎の設計指針-その背景と根拠-」と題して
詳しい解説文を書いたことを思い出す。また、日経アーキテクチュアの1985年1月14号には、
久徳敏治氏との対談『基礎の耐震化をどう図る、建設省「設計指針」の狙いとは…、pp.14〜21』
が紹介されたので、指針作成当時の状況を知る参考として併せて活用して頂ければ幸いである。 
 
4.	指針を補足する論文	

	 指針の特徴は杭頭固定度αrを新しく導入した無限長仮定の長い杭の曲げモーメントを検討の

中心とした内容にある。実際には杭の全長にわたって地震動の影響を受けるので、とくに応答変

位法の適用が必要となる地盤条件のような場合は有限長杭の理論解を用意しておくことも重要

となる。このような観点から、決定版のつもりで杭先端境界条件も導入した理論解についての論
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文を書いた〔杉村義広：杭頭回転拘束度および杭長を考慮した杭の水平抵抗理論解、日本建築学会構造系

論文報告集、第365号、pp.132-143、1986.7〕。論文中には明記しなかったが、打込み杭で支持層中

に十分根入れするような場合は固定、場所打ちコンクリート杭や埋込み杭の場合は支持層へ杭径

程度の根入れとなることが多いのでピン、摩擦杭の場合は支持層まで到達させないので自由など

の先端境界条件を想定していたのである。それに対応して「杭頭固定度」の通称では適切さを欠

くことになるので、本来の「杭頭回転拘束度αr」を用いることにした。 
	 結果のうち先端がピンと固定の場合を比較して図-4と図-5に示す。これらの図では、変位、曲 

    

 

	 げモーメント、せん断力のそれぞれで最大値を 1.0で基準化しているので、すべての杭のすべ
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ての位置での大きさを比較出来るようになっている〔せん断力はすべての杭頭で1.0〕。とくに曲げ

モーメントに注目しながら特徴的な点を挙げると、長い杭（Z=5π/4）では無限長杭に似た分布と
なっていることがある。また、短い杭（Z=π/4）の杭先端固定では、杭頭αr=1.0 の場合に柱頭柱
脚固定柱の２つの逆転三角形分布となること、杭頭αr=0.0の場合には柱頭ピン柱脚固定柱となるので柱頭
でゼロ、柱脚で最大となる三角形分布となっていることが見られる。 

	  
	 	            杭長と曲げモーメント係数RM0の関係、左（図-4ピン）右（図-5固定） 
	 図-4と図-5の曲げモーメント係数RM0を杭長（Z=βL）に対して書き直した上図によれば、い
ずれのαr値の場合も杭先端ピンでは Z=1.0付近で、杭先端固定では Z=1.5付近で最大値を示し
ているが、Z=3.0以上になると一定になることが見られ、無限長仮定が可能となることを示して
いる。このことから、上記指針では算定式を適用できる条件としてZ≧3.0を示したのである。 
	 指針でいう杭頭固定度αrについては、この論文とセットにするつもりで当時よく使われてい

た杭頭接合法に対して曲げせん断実験を行い、杭材の短期許容応力度に達する時の値を参考資料

として提供する論文を書いたことも思

い出す〔杉村義広、平出  務：高強度プレ

ストレストコンクリート杭とフーチング接

合部の回転拘束度および破壊耐力に関する

実験的研究、日本建築学会構造系論文報告集、

第 373 号、pp.111-120、1987.3〕。図-12
がそれで、軸力が作用した場合と、杭頭

を杭径分ほど埋め込むと事実上固定と

なるという結論を導いたが、それらは世

の中にかなり浸透して参考にされたよ

うである。 
	 この論文では宮城県沖地震（1978） 
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で発生したPC杭の破壊形状も再現出来たが、
その図-14 の一部を引用し、破壊のメカニズ
ムについて考えてみたい。 
	 当初はこれがどのような破壊形式なのか

不思議でよく分からないと言われていたの

であるが、いろいろ検討した結果、当時の既

製コンクリート杭は螺旋筋が30cm程度の間
隔でしか配筋していなかったので、せん断補

強筋としての機能を果たせずに、鉄筋コンク

リート短柱と同様のせん断破壊に至ったと

の結論になったのである。短柱であればX	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図-14の一部 
型のひび割れが生じる筈であるが、その片方だけが現れたものと考えたわけである。短柱は普通

コンクリート強度であることが多いのに対して、PC 杭は高強度コンクリートであるので、一方
向から来た地震力で破壊に達した後、地震動が反転するまで耐える粘りがなくて一方向の斜めひ

び割れが生じた状態が最終状況となってしまったということである。 
 
5.	指針の問題点 
	 指針で問題となった点について記述しておく必要がある。新耐震で地下部分の地震力が追加さ

れたことについてである。新耐震では各層に作用する地震力を、いわば震度法のように求めるが、

それらを上部層から順に累計したものがその層の層せん断力として定義され、各層の部材の設計

がなされるようになった。すなわち次式で層せん断力𝑄!（iは層番号）を求めるわけである。 
	   𝑄! = 𝐶!Σ𝑊!	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （1） 
	 	 𝐶! = 𝑍𝑅!𝐴!𝐶!	 	 	 	 	 	 	 	 	   （2） 
	 ここで、𝑊!は各層の重量、𝐶!は層せん断力係数で震度法における震度kに相当する。Zは地域
係数、𝑅!は振動特性係数、𝐴!は𝐶!の高さ分布、𝐶!は標準せん断力係数で中地震の場合は 0.2、大
地震の場合は 1.0が採用される。結局、１階の層せん断力が最大となり、その下が基礎であれば
ベースシアと呼ばれる力となり、それが基礎に作用することになる。そこで問題となるのは、地

下階が存在する場合であり、地下階設計用の地震力が必要となる。新耐震では地下部分の水平震

度kとして次式が示される。 

	 	 𝑘 = 0.1 1 − !!
!"

𝑍	 	 	 	 	 	 	 	 （3） 

ここで、𝐻!は地表面からの深さで20を超えるときは20とする（m）、Zは地域係数である。こ
の式では、係数が地上部分の 0.2の半分とされているが、何の理由や根拠もなしに規定するのは
妥当のことかと考えさせられる典型例と言える。地下部分については地震時における周辺地盤と

の動的相互作用を十分に検討した上で示されるのが本来の姿だからである。そういう問題を含ん

でいる上に、基礎の立場からみれば、杭支持の場合、杭の設計外力は法的には１階の層せん断力

にこの地下部分の水平力を加算したものとしなければならず、地下室なしの杭支持建物の場合よ

りも大きな力となってしまうという問題が生じる。これは地盤との相互作用を考慮しないための

矛盾であるとも言え、早急に解決しなければならない課題である。 
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	 上記検討小委員会では、このことに関して“地下１階あたり〇割低減する”と書いてもよいの

ではないかの委員長発言などもあったのである。しかし、なにがしか根拠になるものを検討した

いと作業部会であれこれ議論した結果、委員の大木さんが挑戦してくれて、地下壁前面受動抵抗

には平板の沈下問題の弾性理論解、側面摩擦抵抗には杭周面摩擦力と同様の考え方をそれぞれ適

用し、杭の水平抵抗理論解と併せて合算することで根入れ効果αを評価する式（図 2.2.1参照）
を提案した。ばらばらに適用したこれらの検討は同時性、言い換えれば変位の適合性は満足して 

 
いないなど、問題点残しであることは作業部会の面面も十分認識した上での提案であった。その

点は上記建築技術の背景と根拠の解説文に詳しく書いておいた。ただ、この式はほとんど使われ

ることがなくなった現状であるので、ここではこれ以上は触れないことにし、それに代わって別

の点を述べる。液状化などを伴う敷地条件の場合には、この地下部分の根入れ効果は逆に入力と

して働くのではないかとの指摘はすでに作業部会でもされており、その結果を１章の「構造安全

性」で“地盤変状が生じる場合には安全性を別途検討して対策を講じておくこと”と記述してお

いた方がよいと話し合ったことである。その上で、“液状化地盤などではこの低減は正当ではな

い”と建築学会の専門家から批判されたことがあるので、中味をよく読まないで見当外れの批判

をすることは学術上許されないという点だけを指摘しておきたい。 
 
6.	問題点に対する解決の糸口を見つける筆者の試み 
	 以上に述べて来た問題点について、筆者は簡単なモデルによる地震応答解析を行い、解決の糸

口を見つける試みをしたことがあるので、それについて触れてみたい〔杉村義広、徐挺：簡単なモデル

解析による建物と地盤の動的相互作用、建築技術、2001.6、その骨子は論文（徐挺、杉村義広：単純化モデ

ルによる地盤と構造物の地震時動的相互作用のメカニズムに関する基礎的研究、構造工学論文集、Vol.43B、

pp.433-440、1997.3）で示した〕。	

	 この書では、図1のような杭支持建物を想定し、図2のようにモデル化している。白丸で示し
た地盤質点の質量や地下部分と繋ぐばねksの評価（これによる力を相互作用力と呼ぶ）には、地
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下部分の質量をゼロとした場合を検討するなどいろいろな工夫を加えているが、詳しくはこの書

を参照することにして頂くとして、建物の慣性力と相互作用力の位相関係を調べることを主目的 

にして解析を行うことにした。すなわち、建物は固有周期Tbで表し、２階建て（Tb=0.1秒）、5
階建て（Tb=0.3秒）、8階建て（Tb=0.5秒）、10階建て（Tb=0.6秒）、13階建て（Tb=0.8秒）、
16階建て（Tb=1.0秒）、20階建て（Tb=1.2秒）、25階建て（Tb=1.5秒）の８種類とし、それ
らが硬質地盤（卓越周期 Tg=0.1 秒）、中間地盤（卓越周期 Tg=0.5 秒）、軟弱地盤（卓越周期
Tg=1.0秒）に建っていると想定している。 
	 解析結果として硬質地盤の場合を図5.22に、中間地盤の場合を図5.23に、軟弱地盤の場合を
図5.24に示す。硬質地盤では２階建てが共振（Tb＝Tg）のケースとなるが、ほかはすべて建物 

 
の固有周期の方が長いケース（Tb> Tg）となること、中間地盤では８階建てが共振（Tb＝Tg）の

ケースとなり、それを挟んで（Tb> Tg）と（Tb< Tg）になるケースがあること、軟弱地盤では25
階建てで固有周期の方が長くなる（Tb> Tg）が、それ以外はすべて地盤の卓越周期の方が長い（Tb< 
Tg）ケースとなることに注意して、連成系の１次周期成分に注目することでこの図を見ると、以

下の特徴点が挙げられる。 
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	 １）グループ（Tb>Tg）では相互作用力と建物慣性力の位相が逆転している（図5.22硬質地盤
のほとんどの建物、図5.23中間地盤の13階建てと25階建てなど。図5.24の25階建ては乱れ
ているが、基本的にはこの法則の範囲内にある）。したがって、このグループでは相互作用力が

抵抗側に作用している。 
	 ２）グループ（Tb<Tg）では相互作用力と建物慣性力が同位相となる傾向が見られる。しかし、

地盤と建物の周期差が大きいと不明確になる（図5.24軟弱地盤では13階建てで明確。それより
低層では不明確。図5.23中間地盤
では5階建てでその傾向が見られ
るが、２階建ては不明確）。 
	 ３）共振（Tb＝Tg）のケースは

相互作用力と建物慣性力の位相差

が90ºとなるので互いが最大値と
なる時に他方はゼロとなる傾向を

示す（図5.22硬質地盤の2階建て、
図5.23中間地盤の8階建て）。た
だし、共振であるので互いの応答

値は急に増大することに注意する

必要がある。 
	 図5.25はTb/Tgに対して位相差

がどのように変化するかを見たものである。この図からは、設計への参考としてグループ（Tb<Tg）

とグループ（Tb>Tg）の間に共振域グループ（Tb≒Tg）とも呼ぶべき領域を設定するのが有効で

あるように思われる。その範囲は0.8≦Tb/Tg≦1.2程度を採用しておくのが適当であろう。そこ
で図7.1を参考に設計上の注意として以下の点を提案しておきたい。 

 
	 １）地盤と建物が共振域（0.8≦Tb/Tg≦1.2）となるケースは建物の応答が急増するので、杭な
どへの影響も大きくなるから避けた方がよい。 
	 ２）軟弱地盤ではほとんどの建物で Tb/Tg<1.2のケースとなることが多いので、相互作用力は
入力側に働くとして扱っておくのがよい。 
	 ３）地盤の非線形化程度は建物よりずっと高いので、Tb/Tg>1.2のケースであっても1.2に近い
ほど、地盤の非線形化で共振域（0.8≦Tb/Tg≦1.2）に移行してしまう恐れがあることを忘れては
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ならない。このようなケースは中間地盤で生じる可能性が高いことに注意するべきである。 
 
7.	おわりに	

	 以上には新耐震に関連して作成された建設省指針に関わる事柄を中心にして記述して来たが、

最後に本省指導課に呼ばれて指針を行政基準に格上げするかについて意見を求められたことに

ついて述べておきたい。 
	 結論から言えば、唯一根入れ効果による水平力の低減の部分は問題残しであることに言及し、

それとは別にそもそも設計に関わる内容は設計者の自由裁量に任せるべきであるとの基本論に

も触れ、行政基準にすることはやめておいた方がよいと進言したことがある。その結果、世の中

には杭材の許容応力度だけが示されることになった〔すなわち、１次設計は強制事項になったという

意味である〕。その考えは今でも間違いではなかったと思っている。 
	 最近は大地震が起きる度に各地で被害が報じられている。例えば、東北地方太平洋地震（2011）
では津波によって杭支持建物が転倒した事例が発生している。熊本地震（2016）や北海道胆振東
部地震（2018）では、丘陵地形地域での液状化被害が発生し、基礎に関わる新しい被害事例に出
会うことが続いているという印象を拭えない。これらの被害を見る限り、とくに基礎の２次設計

については、まだまだ経験を積み重ねる必要があると思われてならない。筆者は“よく勉強した

構造設計者のKnow-How とすればよい”と常々言い続けて来ているが、その基本的考えは今でも
変わらない。 
	  
 
 


